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全世界の保険を一括交渉・一括手配 全世界統一の保険カバーを実現

グローバル保険プログラムの導入事例（財物利益保険の場合）

水災、電気的・機械的事故のサブリミット撤廃、その他特約付帯29％0.6億円B社

利益損失補償追加21％0.4億円C社

地震限度額30%引上げ、他カバー拡充33％8億円A社
削減割合削減保険料 備考

リスクの
一元管理サポート

マーシュ ブローカー ジャパン

各国サービスオフィスへ指示

保険のグローバル
一括購入
顧客

各国現地法人

現地サービス
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マーシュブローカージャパン
グローバルリスクマネジメント
バイスプレジデント

升沢美智子氏

　
日
本
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
い
、

自
然
災
害
に
よ
る
損
害
や
製
造
物
責
任

（
Ｐ
Ｌ
）
訴
訟
な
ど
、
海
外
子
会
社
で
思

わ
ぬ
損
害
が
発
生
す
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く

な
い
。
こ
う
し
た
リ
ス
ク
を
適
切
に
管
理

・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な

い
の
が
「
グ
ロ
ー
バ
ル
保
険
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
の
構
築
だ
。

　
マ
ー
シ
ュ
ブ
ロ
ー
カ
ー
ジ
ャ
パ
ン 

グ

ロ
ー
バ
ル
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
バ
イ

ス
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
の
升
沢
美
智
子
氏
は
グ

ロ
ー
バ
ル
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て

「
保
険
の
手
配
を
全
体
最
適
し
、
本
社
と

現
地
の
企
業
が
全
く
同
じ
補
償
内
容
を
有

す
る
保
険
契
約
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
を
維
持
、

継
続
し
て
い
く
方
式
で
す
。
全
世
界
の
現

地
法
人
の
保
険
契
約
を
本
社
が
一
括
手
配

損
害
保
険
の
全
体
最
適
は

企
業
の
リ
ス
ク
管
理
に
不
可
欠

非
常
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
」

と
升
沢
氏
は
指
摘
す
る
。
例
え
ば
、
日
本

に
は
導
入
さ
れ
て
い
な
い
保
険
料
税
を
見

落
と
し
た
り
、
現
地
の
付
保
規
制
に
抵
触

し
た
り
し
て
、
思
い
が
け
ず
税
務
当
局
か

ら
指
摘
が
入
り
、
本
来
受
け
取
れ
る
は
ず

だ
っ
た
保
険
金
が
十
分
に
受
け
取
れ
な
い

こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
回
避
す

る
に
は
、
初
期
の
手
配
段
階
で
適
切
な
限

度
額
の
設
定
や
保
険
料
の
支
払
方
法
を
工

夫
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。

「
マ
ー
シ
ュ
は
ロ
ン
ド
ン
に
各
国
の
税
制

と
保
険
関
連
規
則
に
特
化
し
た
専
門
チ
ー

ム
を
有
し
て
い
ま
す
。
こ
の
チ
ー
ム
と
緊

密
に
連
携
す
る
こ
と
で
、
都
度
変
わ
る
保

険
料
税
の
情
報
な
ど
を
タ
イ
ム
リ
ー
に
把

握
し
、
限
度
額
は
い
く
ら
に
す
べ
き
か
、

ど
う
い
っ
た
保
険
料
の
払
い
方
を
す
れ
ば

い
い
の
か
と
い
っ
た
、
具
体
的
な
ア
ド
バ

イ
ス
が
可
能
で
す
」（
升
沢
氏
）。
今
の
と

こ
ろ
、
国
際
保
険
ブ
ロ
ー
カ
ー
な
ど
の
仲

介
業
者
の
な
か
で
各
国
の
税
制
と
保
険
関

連
規
制
の
専
門
チ
ー
ム
を
有
し
て
い
る
の

は
珍
し
く
、
同
社
の
大
き
な
強
み
の
1
つ

と
な
っ
て
い
る
。

　
グ
ロ
ー
バ
ル
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
１
つ

の
保
険
契
約
で
は
な
く
、
複
数
の
国
に
お

い
て
、
複
数
の
保
険
会
社
が
引
受
し
、
複

数
の
保
険
証
券
が
発
行
さ
れ
て
、
１
つ
の

補
償
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
構
成
す
る
。
こ
う
い

っ
た
形
態
の
保
険
を
組
成
す
る
に
は
、
や

「
グ
ロ
ー
バ
ル
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
手
配

す
る
際
は
、
保
険
料
税
や
付
保
規
制
な
ど
、

現
地
の
法
律
や
制
度
も
踏
ま
え
た
対
応
が

く
な
る
。
ま
た
、
現
地
で
個
別
に
保
険
を

手
配
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
地
域
で

引
受
に
必
要
な
情
報
を
収
集
・
管
理
す
る

の
に
時
間
や
労
力
を
要
す
る
が
、
グ
ロ
ー

バ
ル
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
採
用
し
た
場
合

は
、
日
本
か
ら
の
一
括
手
配
に
な
る
た
め

管
理
が
容
易
と
な
る
。

は
り
世
界
の
保
険
会
社
へ
の
ア
ク
セ
ス
が

可
能
で
、
知
識
と
経
験
が
豊
富
な
国
際
保

険
ブ
ロ
ー
カ
ー
な
ど
の
仲
介
業
者
で
な
い

と
対
応
が
難
し
い
。

　
マ
ー
シ
ュ
は
１
３
０
カ
国
、
５
０
０
カ

所
以
上
の
拠
点
で
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
て

い
る
。
日
本
で
は
90
年
代
後
半
か
ら
日
本

発
の
グ
ロ
ー
バ
ル
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
取

り
扱
い
を
開
始
し
た
。
20
数
年
の
経
験
と

ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
し
、
約
２
０
０
件
超
の
日

本
企
業
向
け
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
導
入
・
運
営

実
績
が
あ
る
。
各
国
の
方
針
や
レ
ギ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
が
強
化
さ
れ
複
雑
化
す
る
な
か
、

顧
客
の
事
業
展
開
内
容
に
合
っ
た
保
険
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
導
入
は
不
可
欠
で
、
統
一
し

た
国
際
保
険
ブ
ロ
ー
カ
ー
な
ど
の
仲
介
業

者
の
起
用
の
必
要
性
は
今
後
も
高
ま
る
だ

ろ
う
。

「
マ
ー
シ
ュ
は
国
際
的
な
大
手
保
険
仲
介

業
者
と
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
見
積

り
の
取
得
、
保
険
会
社
と
の
交
渉
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
導
入
後
の
管
理
や
運
用
、
さ
ら
に

は
事
故
が
起
き
た
時
の
サ
ポ
ー
ト
を
一
貫

し
て
提
供
し
ま
す
。
特
に
事
故
発
生
時
に

お
い
て
は
、
独
自
に
作
成
し
た
顧
客
目
線

の
保
険
約
款
を
ベ
ー
ス
に
保
険
会
社
と
円

滑
に
交
渉
を
行
え
る
の
が
強
み
で
す
。
ま

た
、
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
な
ど
既
存
の
保
険

で
は
カ
バ
ー
し
に
く
い
新
た
な
リ
ス
ク
へ

の
対
応
も
グ
ロ
ー
バ
ル
の
視
点
で
お
手
伝

い
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
」（
升
沢
氏
）

し
、
リ
ス
ク
を
一
元
管
理
す
る
た
め
、
グ

ロ
ー
バ
ル
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
手
法
の
1
つ
と

し
て
活
用
で
き
ま
す
」
と
説
明
す
る
。

　
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
経
営
の
米
国
企
業
と
は

異
な
り
、
日
本
企
業
は
海
外
子
会
社
の
保

険
は
現
地
に
任
せ
て
個
別
に
手
配
す
る
ケ

ー
ス
が
多
く
、
起
用
す
る
保
険
会
社
や
保

険
ブ
ロ
ー
カ
ー
な
ど
の
仲
介
業
者
も
統
一

さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
そ
れ
ゆ
え

「
海
外
グ
ル
ー
プ
会
社
が
ど
の
よ
う
な
保

険
を
手
配
し
て
い
る
の
か
把
握
で
き
て
い

な
い
」「
海
外
の
企
業
を
買
収
し
た
が
、

相
手
方
の
保
険
の
内
容
に
日
本
本
社
が
大

き
く
劣
後
し
て
い
る
」「
海
外
子
会
社
が

Ｐ
Ｌ
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
を
受
け

た
が
、
現
地
手
配
の
保
険
契
約
内
容
で
は

十
分
に
カ
バ
ー
さ
れ
な
か
っ
た
」
な
ど
様

々
な
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を

解
決
す
る
手
法
の
１
つ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
保

険
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
に
は

大
き
く
次
の
３
つ
が
あ
る
。

　
１
つ
目
は
、
統
一
し
た
保
険
会
社
・
保

険
ブ
ロ
ー
カ
ー
な
ど
の
仲
介
業
者
に
よ
る

一
括
手
配
に
よ
り
、
条
件
統
一
、
付
保
の

重
複
や
抜
け
漏
れ
の
回
避
が
で
き
る
こ
と

だ
。
グ
ロ
ー
バ
ル
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築

の
手
順
と
し
て
、
ま
ず
リ
ス
ク
の
洗
い
出

し
を
行
い
、
定
量
評
価
が
可
能
な
リ
ス
ク

に
つ
い
て
は
定
量
化
を
行
っ
て
、
そ
の
結

果
お
よ
び
本
社
（
契
約
者
）
の
方
針
に
基

づ
い
て
、
付
保
の
対
象
と
補
償
の
範
囲
を

定
め
た
付
保
基
準
を
策
定
す
る
。
そ
の
際
、

全
世
界
で
基
準
を
統
一
し
、
共
通
し
た
補

償
を
同
一
保
険
会
社
か
ら
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
こ
と
で
、
効
率
よ
く
付
保
条
件

差
や
漏
れ
を
回
避
す
る
。
進
出
国
に
よ
っ

て
は
付
保
規
制
や
法
律
上
の
制
約
か
ら
、

全
く
同
じ
補
償
内
容
が
手
配
で
き
な
い
こ

と
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
日
本
で
発
行

す
る
マ
ス
タ
ー
証
券
が
現
地
証
券
と
の
条

件
差
を
補
完
し
、
全
世
界
同
じ
条
件
で
補

償
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

　
２
つ
目
は
、
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
生

か
し
て
保
険
料
が
抑
制
で
き
る
点
だ
。
付

保
基
準
の
策
定
後
、
保
険
ブ
ロ
ー
カ
ー
な

ど
の
仲
介
業
者
は
、
本
社
が
決
め
た
予
算

に
基
づ
い
て
保
険
会
社
と
保
険
料
交
渉
を

す
る
が
、
そ
の
際
に
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
大
き

い
ほ
ど
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
が
効
き
や
す

く
、
保
険
料
の
圧
縮
が
可
能
と
な
る
。
ま

た
、
高
額
な
て
ん
補
限
度
額
や
特
殊
リ
ス

ク
へ
の
補
償
が
必
要
な
場
合
に
は
、
国
外

の
保
険
会
社
に
対
し
て
も
広
く
引
受
依
頼

を
行
う
こ
と
で
、
競
争
力
の
高
い
保
険
料

を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
３
つ
目
は
、
一
元
管
理
に
よ
る
情
報
集

約
お
よ
び
事
務
工
数
が
削
減
で
き
る
こ
と

だ
。
本
社
は
保
険
ブ
ロ
ー
カ
ー
な
ど
の
仲

介
業
者
を
通
し
て
全
世
界
の
グ
ル
ー
プ
会

社
の
付
保
情
報
が
把
握
で
き
る
た
め
、
新

た
な
リ
ス
ク
が
発
生
し
た
際
に
グ
ロ
ー
バ

ル
な
視
点
で
統
一
し
た
方
針
が
立
て
や
す

国
際
的
な
連
携
と
対
応
力

豊
富
な
運
営・手
配
実
績
が
強
み

※付保規制：諸外国において当該国に営業免許を有していない外国保険事業者が、当該国のリスクを海外の第三国から直接付保することを禁止すること。
中国やインドなどはこの付保規制が厳格である。

※

〈マーシュブローカージャパン〉
「グローバル保険プログラム」
海外進出企業のリスク管理に最適解

規模の大小、業種を問わず海外展開をする日本企業が増えるなか、企業が抱える
リスクは多様化、複雑化している。リスクから企業を守り、グローバル競争で

勝ち抜くためには、適切なリスク管理手法が求められる。欧米グローバル企業の
多くが導入しているという「グローバル保険プログラム」について聞いた。

PR
https://www.marsh-mbj.com/ja/home.html

マーシュブローカージャパン株式会社


